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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第37期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第36期

会計期間
自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日

自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日

売上高（千円） 5,394,297 22,889,824

経常損失（千円） △184,571 △321,991

四半期（当期）純損失（千円） △271,401 △2,682,264

純資産額（千円） 5,642,323 6,319,494

総資産額（千円） 19,353,025 18,568,111

１株当たり純資産額（円） 812.90 908.59

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（円）
△39.65 △391.79

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 28.8 33.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
978,151 △1,178,854

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
4,738 457,929

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△135,303 △216,182

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,965,836 1,189,752

従業員数（人） 302 301

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３【関係会社の状況】

　

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

　

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 302[425]

　（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数欄の［外数］は、臨時雇用者（顧問、派遣社員及びパートタイマー）の当第１四半期連結会計期間

の平均人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 195 [75]

　（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数欄の［外数］は、臨時雇用者（顧問、派遣社員及びパートタイマー）の当第１四半期会計期間の平

均人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

コーヒー関連事業（トン） 6,335 －

合計（トン） 6,335 －

(2）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

コーヒー関連事業（千円） 652,218 －

飲食関連事業（千円） 150,319 －

コーヒー関連以外の仕入商材販売事業（千円） 620,574 －

その他の事業（千円） 34,177 －　

合計（千円） 1,457,289 －

　（注）１．金額は仕入価額によります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間取引については、相殺消去しております。

(3）主要原材料の入手量、使用量及び在庫量

原材料名

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

入手量
（トン）

前年同期比
（％）

使用量
（トン）

前年同期比
（％）

在庫量
（トン）

前年同期比
（％）

コーヒー生豆 6,501 － 6,335 － 766 －

(4）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

コーヒー関連事業 3,596,961 － 241,731 －

合計 3,596,961 － 241,731 －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(5）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

コーヒー関連事業（千円） 4,210,486 －

飲食関連事業（千円） 520,033 －

コーヒー関連以外の仕入商材販売事業（千円） 627,335 －

その他の事業（千円） 36,442 －　

合計（千円） 5,394,297 －

　（注）１．当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（千円） 割合（％）

サンカフェ株式会社 1,935,201 35.9

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間取引については、相殺消去しております。
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２【経営上の重要な契約等】

　

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　

(1）経営成績の分析

　当第1四半期（平成20年10月1日から平成20年12月31日までの3ヶ月間）における当社グループを取り巻く環境は、米

国サブプライム・ローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱、素材や資源価格の暴騰後の大暴落、さらに株式

市場の低迷と為替市場の急激な円高ドル安進行など非常に深刻な状況にあります。世界的規模で景気停滞懸念が広が

る中で企業収益の悪化による設備投資の減少、人員削減の問題など、景気の減速感がさらに強まっており、個人消費に

おきましては生活防衛のために買い控えや節約意識を高めるなど、お客様の購買意欲が低下するなど、景気のさらな

る下振れリスクが高まっております。

　このような経営環境におきまして、平成20年9月26日付で中期経営計画（「革進と挑戦　40ｔｈ」）を策定し、「コー

ヒー関連事業」におきましてはローコストオペレーションの推進により製造コストの低減を実現し、高品質・高付加

価値のレギュラーコーヒー製品の開発と販売に注力し、併せて「飲食関連事業」、「コーヒー関連以外の仕入商材販

売事業」、「その他の事業」の推進に注力いたしました。

　「コーヒー関連事業」につきましては、当第１四半期より中国において焙煎事業を開始いたしました。国内において

は、主力の工業用コーヒーの他、業務用コーヒー、家庭用コーヒーの分野におきまして「提案型営業」の推進により、

新規取引先の開拓と既存取引先の深耕化を推進いたしましたが、景気悪化の影響を受け、主力の缶コーヒー・ペット

ボトルコーヒー・チルドカップコーヒー向けの工業用コーヒーと外食チェーン店・オフィスコーヒー向けの業務用

コーヒーの売上高が減少し、さらに中国における焙煎事業の開業に伴う諸経費の発生もあり、当第1四半期の「コー

ヒー関連事業」の売上高は42億10百万円（前年同四半期比14.4％減）、その営業利益は△1百万円（前年同四半期は1

億33百万円の営業利益）となりました。

　「飲食関連事業」につきましては、当社グループは連結子会社の株式会社インストアメディア社、及び関連会社の大

連欧米奇??有限公司を通しての事業であり、特に国内において運営される店舗の収益改善に努力した結果、当第1四

半期の「飲食関連事業」の売上高は5億20百万円（前年同四半期比2.4％増）、その営業利益は△23百万円（前年同四

半期は△98百万円の営業利益）となりました。

　「コーヒー関連以外の仕入商材販売事業」につきましては、茨城県と埼玉県を拠点とする食品スーパーマーケット

へ食品などの仕入商材を販売する事業を行っており、当第1四半期の「コーヒー関連以外の仕入商材販売事業」の売

上高は6億27百万円（前年同四半期比6.6％減）、その営業利益は5百万円（前年同四半期は4百万円の営業利益）とな

りました。

　「その他の事業」につきましては、当社グループは連結子会社の上海緑一企業有限公司を通しての事業であり、パル

プモールド製品の製造・販売を行っており、当第1四半期の「その他の事業」の売上高は36百万円、その営業利益は4

百万円となりました。

　以上の結果、第1四半期の売上高は53億94百万円（前年同四半期比11.5％減）、営業利益は△14百万円（前年同四半期

は38百万円の営業利益）、経常利益は△1億84百万円（前年同四半期は42百万円の経常利益）、第1四半期純利益は△2

億71百万円（前年同四半期は△20百万円の第1四半期純利益）となりました。

　なお、経常利益と第1四半期純利益の赤字につきましては、当社にて営業外費用として有価証券運用損、為替差損及び

デリバティブ評価損を合計1億77百万円計上し、また特別損失として投資有価証券評価損を計上したことによります。

　

(2）財政状態の分析

①　総資産

　当第1四半期の総資産は、前連結会計年度末比7億84百万円増加し、193億53百万円となりました。増減の内訳は流動資

産が9億80百万円増加いたしましたが、その主な要因は現金及び預金が7億76百万円、受取手形及び売掛金が3億29百万

円増加いたしましたが、有価証券が1億31百万円減少したことによります。また、固定資産が1億95百万円減少いたしま

したが、その主な要因は、投資有価証券が2億6百万円減少したことによります。　

②　負債

　当第１四半期の負債は、前連結会計年度末比14億62百万円増加し、137億10百万円となりました。増減の内訳は流動負

債が15億18百万円増加いたしましたが、その主な要因は、支払手形及び買掛金が12億87百万円、その他が5億62百万円

それぞれ増加いたしましたが、短期借入金が1億86百万円、1年内返済予定の長期借入金が61百万円それぞれ減少した

ことによります。
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③　純資産

当第１四半期の純資産は、前連結会計年度末比6億77百万円減少し、56億42百万円となりました。この結果、当第1四

半期の自己資本比率は28.8％となり、前連結会計年度末比4.7ポイント減少しております。

　

(3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ7億

76百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には19億65百万円となりました。

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、9億78百万円となりました。これは主に、売上債権の増加3億29百万円及び仕入債

務の増加12億86百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は4百万円となりました。これは主に、有価証券の取得に60百万円使用しましたが、保

険積立金の解約及び投資有価証券の売却によって93百万円得られたことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果結果使用した資金は1億35百万円となりました。これは主に、短期借入金が26百万円増加しました

が、長期借入金の返済及び配当金の支払いに1億60百万円使用したことによるものであります。

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　　なお、当社は、平成19年６月28日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針」（以下、「基本方針」といいます。）を定め、平成19年12月21日開催の第35期定時株主総会に

おいて、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の導入をご承認いただき、平成20年12月19

日開催の第36期定時株主総会において、その内容の一部を変更した「当社株式の大規模買付行為に関する対応策

（買収防衛策）」（以下、変更後の対応策を「本施策」といいます。）の継続についてご承認をいただいておりま

す。

①　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業価値及び株主共同の利

益を確保・向上させる者であることが大原則と考えております。

　そして、下記②に述べるような取組みを通して、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」という

当社の経営基本理念と中長期的な経営戦略の具現化により、株主の皆様はもとより、顧客、取引先、従業員、地域社

会その他のステークホルダーの信頼に応えていきたいと考えております。

　従いまして、株主を含むステークホルダーとの間で成立している当社の企業価値若しくは株主共同の利益を著

しく毀損すると認められるような者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でなく、その

ような者が当社株式の大規模買付や買付提案を行う場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守る必要が

あると考えております。

　そして、

イ．買収の目的やその後の経営方針等に、当社の企業価値若しくは株主共同の利益に対して明白な侵害をもたら

すおそれのある者

ロ．当社株主に株式売却を事実上強制するおそれのある者

ハ．当社に、当該買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を十分に与えることのない者

ニ．当社株主に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することのない者

ホ．買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付の実行の蓋然性等）が当社の本源的

価値に鑑み不十分又は不適当である者

ヘ．当社企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のある者

　　等が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」という経営基本理念のもと、創業以来、最新の

焙煎技術を取り入れた設備を導入し、常に最高の品質を求めて、レギュラーコーヒーの焙煎加工・販売を行って

まいりました。

　缶コーヒー向けの工業用コーヒーの焙煎加工・販売を主に、業務用コーヒー、家庭用コーヒーの拡販は言うに及

ばず、人の健康に役立つ様々な機能や成分を有するコーヒー商材や食材の開発等をさらに深め、コーヒーをコア

とした「コーヒー総合企業」を目指しております。

　特に「コーヒー関連事業」においては、中期経営計画（「革進と挑戦40th」）を策定し、収益力回復とローコス

トオペレーション企業への転換に向けた経営改革の実施、及び、「“オンリーワン”コーヒーのユニカフェ」と

してのコーポレートブランド確立に向けた徹底的な差別化戦略の推進を行っているところであります。

　また、国内では連結子会社である株式会社インストアメディア社を中心に、海外では中国本土において現地法人
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との合弁会社である大連欧米奇??有限公司によるコーヒーショップ事業を「飲食関連事業」として、展開して

おります。

　さらに、平成20年6月から営業を開始した右???（上海）有限公司における焙煎事業と平成19年11月1日付で

M&Aにて取得した上海緑一企業有限公司におけるパルプモールド事業などの業容拡大に努め、当社グループの拡

大・発展に努めております。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

イ．本施策導入の目的

　当社は、大規模買付行為に応じて当社株券等の売却を行うか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられ

るべきものであるとし、株主の皆様に大規模買付者からの情報及び当社取締役会からの意見・代替案等の提示

を受ける機会を保証することが、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを適切に判断するために必要で

あると考えております。

　また、当社株主の状況（平成20年９月30日現在）は、２名を除き10％以上保有する株主は存在せず、金融機関、

事業法人及び個人等に幅広く分散しております。そのような中、当社の企業価値若しくは株主共同の利益を著

しく毀損するものと認められる大規模買付行為が行われた場合、事前の対応策がない限り、適正な対抗措置を

講じることは困難であると考えております。

　もとより、前述のとおり、当社は、大規模買付行為であっても当社の企業価値・株主共同の利益に資するもの

であるならば、株主の皆様の判断に委ねられるべきものであり、その上で当社の企業理念及び経営戦略をご理

解いただいた上で適切にご判断いただくべきものと考えております。

　そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が上記の考えを具体化した客観的かつ合理的な一定のルールに従っ

て行われることにより、当社株式に対する買付が行われた際に買付を受け入れるか否かを株主の皆様が判断で

き、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要となる情報や時間を確保できるものと考え、もって

当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保、向上に資すると判断し、大規模買付者が従うべき一定のルー

ル（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定することとしました。

　ならびに、上記の基本方針に照らして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でない者と

判断された者が、大規模買付ルールを遵守しないままに大規模買付行為がなされた場合には、当社がとり得る

対抗措置を含めた本施策を導入し、その要件及び内容を平成19年６月28日開催の取締役会にて予め設定するに

至ったものであります。

　なお、本施策は、株主の皆様から幅広くご理解を賜るため、平成20年12月19日開催の第36期定時株主総会にお

いて、施策の一部を変更した上で継続することを決議事項として提出し、株主の皆様から承認を得ております。

ロ．本施策の内容

（A）本施策の概要

　本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社がとり得る大規模

買付対抗措置から構成されています。

　本施策においては、まず、大規模買付ルールとして大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会による判断

のための情報提供、当社取締役会による検討・評価の期間の付与を要請しております。

　次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他法令及び当社定款によって認められる相

当な対抗措置の発動を決議しうることを前提として、その発動の要件を大規模買付者が大規模買付ルール

を遵守しない場合又は大規模買付行為によって当社グループの企業価値又は株主共同の利益が著しく毀損

される場合に限定することとしました。

（B）大規模買付ルール

　当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、大規模買付者が大規模買付を行おうとする場合に、

・事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、

・当社取締役会による一定の評価期間を経過した後に大規模買付行為を開始する

という手順に従っていただくことを大規模買付者に要請するものです。

(1) 大規模買付者による意向表明書の提出

　大規模買付者は、大規模買付行為を行おうとする前に、当社代表取締役に対して、

・意向表明書

を提出しなければならないものとします。

意向表明書の記載内容は、以下のとおりです。

・大規模買付者の名称

・大規模買付者の住所又は本店所在地

・大規模買付者の国内連絡先

・大規模買付者が外国法人の場合は、設立準拠法

・大規模買付行為の概要

・大規模買付ルールを遵守する旨の誓約

当社は、意向表明書を受領した場合は、適時適切な方法により、その旨を公表します。
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(2) 大規模買付者による情報の提供

　当社は、上記(1)により大規模買付者から意向表明書を受領した日より10営業日以内に、大規模買付者に

対して、当社株主の判断及び当社取締役会の意見形成のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情

報」といいます。）にかかる質問書を送付します。大規模買付者は、当該質問書を受領した日から起算し

て10営業日以内に当社取締役会宛にその回答書を提出するものとします。

　なお、大規模買付者から提供された本必要情報を精査した結果、当社株主の判断又は当社取締役会の意

見形成のためには不十分であると認められる場合には、当社取締役会が大規模買付者に対して、追加的に

情報提供を求めることができるものとします。

　また、当社取締役会は、株主の判断に必要且つ適切と認められる範囲において、大規模買付者が提出した

本必要情報の全部又は一部を開示することができるものとします。

(3) 当社取締役会における検討及び評価

　当社は、大規模買付者からの本必要情報の提供が完了した場合は、大規模買付者に対してその旨を証す

る書面を交付するものとします。当社取締役会は、同書面を交付した日から起算して定める一定の期間

（以下、「取締役会評価期間」といいます。）において、独立委員会の意見、勧告を受け、外部専門家の助

言を受けた上で、大規模買付行為に対する評価・検討等を行い、当該大規模買付行為又は当該大規模買付

者の提案に係る当社取締役会の意見を形成するとともに、大規模買付者との交渉及び協議、株主に対する

代替提案の作成及び提示等を行うものとします。

　また、当社取締役会は、取締役会評価期間内において対抗措置を講じるか否かに関する決定を行うに至

らない場合は、独立委員会の了解を得た上で、大規模買付者の買付内容の検討、大規模買付者との交渉、代

替案の作成等に必要とされる範囲内で取締役会評価期間の延長を決定することができます。この場合、当

社取締役会は、取締役会評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他適切と認める事項について、

当該延長の決定後速やかに公表します。

（C）独立委員会

　大規模買付行為が大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、当社の企業価値若しくは株

主共同の利益を著しく毀損するものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取

締役会が最終的な判断を行いますが、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機

関として、独立委員会を設置します。

　独立委員会の委員は３名以上とし、会社の経営事項を理解できる社外者が株主には入手困難な企業秘密等

の情報を入手した上で、公正且つ中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる当社社外監査役又は社外有識者の中から選任します。

　当社取締役会は、本必要情報及び本必要情報の取締役会による評価及び分析結果を独立委員会に提供しま

す。

　独立委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役会による評価・分析結果及び外部専門家の意見を参考に

し、また、判断に必要と認める情報等を自ら入手、検討して、大規模買付者が提供する情報が当社取締役会及

び当社株主が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために十分か等について取締役会に意見、勧告し

ます。

　当社取締役会は、独立委員会の意見、勧告を最大限尊重した上で、取締役会評価期間内に、当社取締役会と

しての意見を取りまとめて公表します。

　また、必要に応じて大規模買付者との間で大規模買付行為に関する交渉及び協議を行い、当社取締役会と

して、株主に対し、当社グループの経営方針等についての代替提案を提示することとします。

（D）大規模買付対抗措置

　大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合等、下記に述

べる一定の大規模買付対抗措置の発動要件を満たす場合には、当社取締役会は、新株予約権の発行等、会社

法その他の法令及び当社定款によって認められる相当な大規模買付対抗措置を決議できるものとします。

(1) 大規模買付対抗措置の発動要件

　当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号に定める

要件を具備する場合に限るものとします。

a.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　以下に掲げる場合は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないものとして当社取締役会が

判断し、大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものとします。

・大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、又はその他大規模買付ルールに定める十分

な情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合

・大規模買付者が取締役会の評価期間が経過する前に大規模買付行為を行った場合

b.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会が仮に大規模買付行為に反対の意

見を有するに至ったときでも、当該大規模買付行為について反対意見を表明し、又は当社グループの経

営方針等について当社取締役会としての代替案を提示するに留め、原則として大規模買付対抗措置を
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講じないものとします。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提

案又は当社が提示する当該買付提案に対する意見若しくは代替案等をご考慮の上、ご判断いただくも

のであるとします。

　ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、客観的根拠及び合理的な判断

に照らし、当該大規模買付行為が当社の企業価値若しくは株主共同の利益を著しく毀損すると判断さ

れた場合には、例外的に、会社法その他法令及び当社定款上認められるあらゆる対抗措置のうち、当社

取締役会がもっとも適切と判断する対抗措置を講じることがあります。

　具体的には、次の各号のいずれかの類型に該当する場合には、当社グループの企業価値若しくは株主

共同の利益を著しく毀損する大規模買付行為に該当するものと考えます。

・「株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収」と判断されるもの

・「強圧的二段階買収」と判断されるもの

・「十分な情報がないなど当該買収提案を判断することが困難」と判断されるもの

・「企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の原則」に反すると判断されるもの

・「反社会的勢力」との関係があると判断されるもの

(2) 対抗措置を講じる場合の手続

　当社取締役会が、上記大規模買付対抗措置の発動要件を満たしていると判断し、具体的な大規模買付対

抗措置の発動を決議するにあたっては、独立委員会に対して対抗措置を講じることの是非について諮問

し、独立委員会はその是非について意見、勧告を行います。

　これを受け、当社取締役会は、独立委員会の意見、勧告を最大限尊重し、また、外部専門家の助言を受けた

上で、対抗措置を講じるか否かにつき、取締役会評価期間内に速やかに決定します。

　具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当を行う場合は、当社取締役会は、議決権割合が一定割合以

上の特殊株主グループに属するものではないことを新株予約権の行使条件としたり、当該行使条件のた

め新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個に

つき当社取締役会が別途定める数の普通株式を交付することができる旨の条項を定めるなど、対抗措置

としての効果を勘案した条件等を設けることができるものとします。

(3) 大規模買付対抗措置の停止

　当社が具体的対抗措置を講じることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更

を行った場合など、対抗措置を講じることが適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会

の意見、勧告を受けた上で、対抗措置を停止することができます。

(4) 本施策の有効期間ならびに継続、廃止及び変更

　本施策の有効期間は、平成20年12月19日から平成21年９月末日までの事業年度に係る定時株主総会（平

成21年12月開催予定）の終結日までとします。

　なお、本施策の有効期間満了前であっても、企業価値、ひいては株主共同の利益の確保、向上の観点から、

関係法令等の改正・整備を踏まえ、必要に応じて本施策の見直しを行い、変更する場合があります。

　当社は、本施策が継続、廃止又は変更された場合にはその旨、変更の場合は変更内容を速やかに公表しま

す。

（E）本施策の合理性について

　当社は、本施策の継続にあたって、以下の観点から本施策が当社の基本方針に沿うものであり、企業価値、

ひいては株主共同の利益の確保、向上させるものとなると考えております。　

(1) 企業価値、ひいては株主共同の利益の確保、向上の原則　

　本施策は、「株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収」を阻止し、「強圧的な二段階

買収」を防止し、もって企業価値、ひいては株主共同の利益の確保、向上を目的として設計されています。

(2) 事前開示、株主意思の原則

　本施策は、定時株主総会において、株主の皆様の賛否を確認するものとし、当社取締役会は、出席株主の

皆様の議決権の過半数のご承認を得ることですすめられるものであり、ご承認を得ることができない場

合は、速やかに本施策を廃止するものとしており、株主の皆様のご意思が反映される仕組みになっており

ます。

　また、本施策の継続に際して、その目的・具体的な内容、本施策の効果を具体的に明示しております。さ

らに当社取締役会として、「企業価値を生み出す源泉は何か」「企業価値を高める具体的経営戦略はど

のようなものか」をアピールし、もって株主の皆様、従業員、取引先、債権者、地域社会その他のいわゆる

ステークホルダー全体の利益の確保、向上となる経営戦略のより深いご理解を促していくものでありま

す。

(3) 必要性・相当性確保の原則

　本施策における大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、当社グ

ループの企業価値、ひいては株主共同の利益の確保、向上という目的に照らして合理的であり、且つ株主

平等の原則、財産権の保護に反するものではありません。また、当社グループの企業価値、ひいては株主共

同の利益の確保、向上に資するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考えており
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ます。

　さらに、本施策では、当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会を設置します。

これは本施策の運営に際し、一層の客観性を確保し、より株主共同の利益につながると考えたからであり

ます。また、独立委員会の判断、決定の概要については、株主の皆様に公表することとされており、本施策

の運営は透明性をもって行われます。

(4) デッドハンド型買収防衛策ではないこと

　本施策は、「本施策の有効期間ならびに継続、廃止及び変更」にて記載のとおり、当社取締役会の決定に

よって本施策を廃止することができるものとされており、当社の株主が株主総会にて当社取締役を指名

する権利を得ることのできる株数を買い付けることにより、株主総会で選任された取締役で構成される

当社取締役会において本施策を廃止することが可能です。従いまして、本施策はデッドハンド型買収防衛

策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　

(5) 株主・投資家に及ぼす影響について

a.大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現

に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、株主の皆様が代替案の提示を受ける

機会を保証することを目的としております。これにより、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付

行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能になり、そのことが当社株主共同の利益の確

保につながると考えます。

　従いまして、大規模買付ルールの設定は当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提

となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

　なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付行為に対する当社の対応

が異なる可能性がありますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意

ください。

b.大規模買付対抗措置の発動が株主及び投資家に及ぼす影響

　当社取締役会は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法

律及び当社定款により認められる対抗措置を講じることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、株主の

皆様（大規模買付者を除く）が法的権利及び経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じる

ことは想定していません。当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び証

券取引所規則に従って適時開示します。

　対抗措置として新株予約権無償割当を行うことを決定した場合には、当社は割当に係る基準日を公告

し、当該基準日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式数に応

じて新株予約権が割当てられるため、名義書換未了の株主の方におかれましては、速やかに株式の名義書

換手続きを行っていただく必要があります。

　なお、株主の皆様が新株予約権を行使される場合には、当社取締役会が別途定める権利行使期間内に一

定の金額の払込を完了していただく必要があります。ただし、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに

取得できる旨の条項を適用した場合には、取得の対象となる新株予約権を保有する株主は金銭の払込を

することなく、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権と引き換えに当社株式を受領すること

になります。（なお、この場合、かかる株主には別途、特定株主グループに属するものではないこと等を誓

約する当社所定の書面をご提出いただくことがあります。）　

　また、新株予約権無償割当を行うことを決定した場合には、当社株式の価格が少なからず変動すること

もありますので、株主の皆様におかれましては十分ご注意ください。

　また、当社取締役会の決定により新株予約権の無償割当の中止又は無償取得をする場合には、一株当り

の株式価値の希薄化は生じませんので、新株予約権無償割当を受けるべき株主が確定した後において、売

買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

　大規模買付者については、当該大規模買付行為が当社の企業価値若しくは株主共同の利益を著しく毀損

すると判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面に

おいて不利益が発生することがあります。本施策の公表は、大規模買付者が、大規模買付ルールに違反す

ることがないように予め注意を喚起するものであります。

④　上記③の取組みについての取締役会の判断

イ．当該取組みが基本方針に沿うものであること

　本施策は、上記のとおり、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社がとり

うる大規模買付対抗措置から構成されており、上記①記載の基本方針に沿うものであると考えております。

ロ．当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと

　本施策は、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を

担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証すること

を目的としており、これにより、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて
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適切な判断をすることが可能になり、株主共同の利益を損なうものではなく、むしろ、株主共同の利益の確保に

つながるものであると考えております。

ハ．当該取組みが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　本施策においては、大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ合理的な要件を定めており、発動の

要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を極力排除するものとなっており

ます。また、当社取締役会が、大規模買付対抗措置の発動要件を満たしていると判断し、具体的な大規模買付対

抗措置の発動を決議するにあたっては、独立委員会に対して対抗措置を講ずることの是非について諮問し、独

立委員会の意見、勧告を最大限尊重し、また、外部専門家の助言を得た上で、決議を行うこととするなど、当社取

締役会の判断の客観性・合理性を担保する措置が講じられているものと考えております。 

　

(5）研究開発活動

　　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、50,201千円であります。なお、当第１四

半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(6）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループの主力製品であるレギュラーコーヒーの主原料であるコーヒー生豆は国際商品であります。わが国

ではその全量が輸入であるため、レギュラーコーヒーの生産コストはコーヒー生豆相場と為替相場の変動による影

響を受けております。コーヒー生豆相場と為替相場の変動による生産コストの変動につきましては、製品・商品の

販売価格に連動させて適正な利益を確保することに努めるとともに、需要予測に基づいたコーヒー生豆の予約買付

けを活用するなど、悪影響の軽減に努めております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

(平成20年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,869,200 6,869,200
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であり、単元株式数は100

株であります。

計 6,869,200 6,869,200 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月1日～

平成20年12月31日
－ 6,869,200 － 2,711,500 － 2,898,600

（５）【大株主の状況】

　

　当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

　

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができません

ので、直前の基準日である平成20年９月30日の株主名簿により記載しております。

　

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式      23,600
－ 単元株式数　　100株

完全議決権株式（その他） 普通株式   6,655,100 66,551 単元株式数　　100株

単元未満株式 普通株式     190,500 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 6,869,200 － －

総株主の議決権 － 66,551 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ユニカ

フェ

東京都港区西新橋

2-11-9
23,600 － 23,600 0.34

計 － 23,600 － 23,600 0.34

２【株価の推移】

　

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

10月 11月 12月

最高（円） 1,269 1,220 1,198

最低（円） 940 1,109 1,100

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ユニカフェ(E00505)

四半期報告書

15/31



第５【経理の状況】
　

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,965,836 1,189,752

受取手形及び売掛金 ※1
 6,684,560 6,354,716

有価証券 ※2
 80,924 212,279

商品 79,339 79,297

製品 167,226 190,004

原材料 419,799 355,742

仕掛品 25,034 36,071

貯蔵品 3,907 3,907

繰延税金資産 61,685 59,532

その他 ※2
 374,908 404,012

貸倒引当金 △62,949 △65,925

流動資産合計 9,800,273 8,819,391

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,344,420 5,348,841

減価償却累計額 △1,396,118 △1,345,527

減損損失累計額 △354,546 △354,546

建物及び構築物（純額） 3,593,756 3,648,768

機械装置及び運搬具 3,304,270 3,329,497

減価償却累計額 △2,479,757 △2,470,575

減損損失累計額 △215,664 △215,664

機械装置及び運搬具（純額） 608,848 643,257

土地 1,728,715 1,729,525

建設仮勘定 8,379 －

その他 314,053 312,320

減価償却累計額 △197,287 △189,470

減損損失累計額 △19,432 △19,432

その他（純額） 97,333 103,416

有形固定資産合計 6,037,033 6,124,968

無形固定資産

その他 112,490 115,311

無形固定資産合計 112,490 115,311

投資その他の資産

投資有価証券 1,458,997 1,665,014

破産更生債権等 2,236,533 2,255,685

繰延税金資産 1,437,646 1,307,877

その他 389,364 398,807

貸倒引当金 △2,119,312 △2,118,945
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

投資その他の資産合計 3,403,228 3,508,439

固定資産合計 9,552,752 9,748,719

資産合計 19,353,025 18,568,111

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,959,277 3,672,031

短期借入金 5,857,193 6,043,296

1年内返済予定の長期借入金 344,222 405,632

未払法人税等 5,357 10,703

賞与引当金 52,335 107,037

店舗閉鎖損失引当金 259,900 283,428

その他 1,261,497 698,817

流動負債合計 12,739,783 11,220,947

固定負債

長期借入金 730,144 743,476

役員退職慰労引当金 100,762 137,436

負ののれん 114,653 121,397

その他 25,359 25,359

固定負債合計 970,918 1,027,669

負債合計 13,710,702 12,248,617

純資産の部

株主資本

資本金 2,711,500 2,711,500

資本剰余金 2,898,600 2,898,600

利益剰余金 445,974 802,944

自己株式 △37,681 △37,240

株主資本合計 6,018,393 6,375,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △112,804 △13,504

繰延ヘッジ損益 △332,352 △143,208

為替換算調整勘定 △8,871 667

評価・換算差額等合計 △454,028 △156,045

少数株主持分 77,958 99,736

純資産合計 5,642,323 6,319,494

負債純資産合計 19,353,025 18,568,111
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 5,394,297

売上原価 4,400,177

売上総利益 994,120

販売費及び一般管理費 ※1
 1,008,867

営業損失（△） △14,746

営業外収益

受取利息 844

受取配当金 1,670

負ののれん償却額 6,744

受取家賃 16,194

持分法による投資利益 13,677

その他 5,780

営業外収益合計 44,910

営業外費用

支払利息 29,410

有価証券運用損 64,808

デリバティブ評価損 87,445

その他 33,071

営業外費用合計 214,735

経常損失（△） △184,571

特別利益

貸倒引当金戻入額 7,393

特別利益合計 7,393

特別損失

固定資産除却損 ※2
 21

投資有価証券評価損 114,893

特別損失合計 114,914

税金等調整前四半期純損失（△） △292,093

法人税、住民税及び事業税 1,900

法人税等調整額 △2,104

法人税等合計 △204

少数株主損失（△） △20,487

四半期純損失（△） △271,401
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △292,093

減価償却費 97,260

負ののれん償却額 △6,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,608

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,702

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,674

受取利息及び受取配当金 △2,514

支払利息 29,410

持分法による投資損益（△は益） △13,677

固定資産除却損 21

有価証券運用損益（△は益） 64,808

投資有価証券売却損益（△は益） △1,432

投資有価証券評価損益（△は益） 114,893

デリバティブ評価損益（△は益） 87,445

売上債権の増減額（△は増加） △329,827

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,741

仕入債務の増減額（△は減少） 1,286,586

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,190

その他 74,892

小計 1,006,491

利息及び配当金の受取額 6,013

利息の支払額 △27,097

法人税等の支払額 △7,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 978,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △10,844

有形固定資産の除却による支出 △23,528

有価証券の取得による支出 △60,636

投資有価証券の取得による支出 △3,393

投資有価証券の売却による収入 1,311

保険積立金の解約による収入 92,487

貸付金の回収による収入 5,368

その他 3,973

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,738
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 26,000

長期借入金の返済による支出 △74,742

自己株式の取得による支出 △440

配当金の支払額 △86,120

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,303

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 846,084

現金及び現金同等物の期首残高 1,119,752

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,965,836
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更

たな卸資産

通常の販売目的で所有するたな卸資

産については、従来、主として総平均法

による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より、「たな卸

資産の評価に関する会計基準」（企業

会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として総平均

法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法）により算定しています。こ

の変更による影響は軽微であります。

（2）「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用

当第１四半期連結会計期間より、「連

結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。この変更による影響はあり

ません。

（3）リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引にか

かる方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））および

「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会　会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連

結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期

連結会計期間からこれらの会計基準等

を適用し、通常の売買取引にかかる会計

処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　 　なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を引き続き

採用しております。この変更による影響

はありません。

【表示方法の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結損益計算書関係 　前連結会計年度まで営業外収益で掲記し

ていました「有価証券売却益」、「有価証

券評価益」及び営業外費用で掲記していま

した「有価証券売却損」、「有価証券評価

損」は表示上の明瞭性を高める観点から、

当連結会計年度より、営業外収益及び営業

外費用で「有価証券運用益」、または「有

価証券運用損」において表示しておりま

す。

　なお、当第１四半期連結会計累計期間の営

業外費用の「有価証券運用損」に含めた

「有価証券売却損」は58,665千円、「有価

証券評価損」は6,142千円であります。

【追加情報】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１．有形固定資産の耐用年数

の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年

数を９年としておりましたが、財務省令第

32号「減価償却資産の耐用年数等に関する

省令の一部を改正する省令」が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度から適用

することができることになったことに伴

い、経済的耐用年数を見直した結果、当第1

四半期連結会計期間より耐用年数を10年に

変更しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金

等調整前四半期純損失に与える影響は軽微

であります。

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

会計処理の方法における簡便な方法の採用

（法人税の計上基準）

　税金費用の計上基準については、法定実効税率を用いる等の簡便な方法により計算しております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

記載すべき重要な事項はありません。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

※１．連結会計年度末日満期手形の会計処理につきまして

は、当第１四半期連結会計期間末は金融機関の休日にあた

りましたが、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。当第１四半期連結会計期間末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

受取手形        12,551千円

※２．担保に供している資産

（1）有価証券 80,924千円

（2）預け金 85,035千円

　 計　　　 　165,989千円　

（3）上記に対応する債務

短期借入金 181,193千円　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳

給料賞与 183,092千円

役員報酬 33,303千円

賞与引当金繰入額 27,091千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,995千円

荷造運送費 121,402千円

減価償却費 44,330千円

地代家賃 99,914千円

研究開発費 50,201千円

※２．固定資産除却損の内訳　　　　　　　

機械装置及び運搬具 21千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定      1,965,836千円

現金及び現金同等物      1,965,836千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式(株) 6,869,200

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式(株) 24,080

　

３．配当に関する事項

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年12月19日

定時株主総会
普通株式 85,568 12.5 平成20年９月30日 平成20年12月22日 利益剰余金

４．株主資本の金額に著しい変動

　当社は当第１四半期連結累計期間において271,401千円の四半期純損失を計上いたしました。また、剰余金の配

当85,568千円を行ったことなどにより、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が前連結会計年度末

と比べて357,410千円減少し、当四半期連結会計期間末における株主資本は6,018,393千円となっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　

コーヒー

関連事業

（千円）

飲食関連

事業

（千円）

コーヒー関連

以外の仕入商

材販売事業

（千円）

その他の

事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 4,210,486 520,033 627,335 36,442 5,394,297 － 5,394,297

(2）セグメント間の内部売上高 20,267 1,158 － 27,983 49,410 △49,410 －

計 4,230,753 521,192 627,335 64,426 5,443,707 △49,410 5,394,297

営業利益又は営業損失（△） △1,130 △23,177 5,114 4,460 △14,732 △14 △14,746

　（注）(1）事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

コーヒー関連事業　　　　　　　　　　　レギュラーコーヒーの製造販売、喫茶関連食品等の仕入販売

飲食関連事業　　　　　　　　　　　　　飲食店の経営

 　　　　　 コーヒー関連以外の仕入商材販売事業　　食品スーパーマーケットへの食品・商材等の仕入販売

　　　　　　その他の事業　　　　　　　　　　　　　パルプモールド製品の製造販売　　　　　　　　　　　　　

(3) 会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．（1）に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

を適用しております。この変更による影響は軽微であります。　

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．（2）に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更による影響は軽微であります。

　

【所在地別セグメント情報】

　

当第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略してお

ります。

【海外売上高】

　

当第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（リース取引関係）

　

　当第1四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、

記載しておりません。
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（有価証券関係）

　

　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
四半期連結財務諸表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 359,855 272,160 △87,694

債券 8,795 8,795 －

その他 106,283 72,499 △33,784

計　 474,933 353,455 △121,478

（注）当第１四半期連結会計期間において、有価証券（その他有価証券で時価のある株式）について114,893千円

減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下

落した場合には減損処理を行っております。

　

（デリバティブ取引関係）
　
　通貨関連

区分 種類

当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のう
ち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の

取引

オプション取引     

売建     

米ドル 701,418 116,910 △61,008 △61,008

買建     

米ドル 701,418 116,910 11,522 11,522

合計 1,402,836 233,820 △49,486 △49,486

　（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（ストック・オプション等関係）
　

　記載すべき重要な事項はありません。
　

（１株当たり情報）
　

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 812.90円 １株当たり純資産額 908.59円

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

純資産の部の合計額（千円） 5,642,323 6,319,494

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 77,958 99,736

（うち少数株主分） 77,958 99,736

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 5,564,364 6,219,757

期末の普通株式の数（株） 6,845,120 6,845,510

２．１株当たり四半期純損失金額等
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当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △39.65円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（△）（千円） △271,401

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △271,401

期中平均株式数（千株） 6,845

（重要な後発事象）

　

該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年２月１３日

株式会社ユニカフェ

取締役会　御中

優成監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　善孝　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小松　亮一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニカフェ

の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニカフェ及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。       

　      ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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